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〇一般向け

━━━━━━━━━━━━━━━☆☆☆☆━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、2023 年６月 19日〜６月 25 日までに、日本公認会計士協会ウェブ

サイトに掲載した情報をまとめてご案内しております。

※当協会役員と名刺交換をさせていただいた方にもお送りしています。

https://jicpa.or.jp/

━━━トピックス【１】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」の

公表

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230620ruy.html

━━━その他の新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【お知らせ】

◆倫理委員会有識者懇談会（2023 年５月 22日）の議事要旨等の公表について

https://jicpa.or.jp/news/information/2023/20230623cch.html

◆近畿会ウェブサイトの仮運用開始のご連絡

https://jicpa.or.jp/news/information/2023/20230621hjj.html

◆（６月 19 日更新）ICGN 主催フォーラム「2023 年 ICGN エクセレンス・イン・

コーポレートガバナンス・プログラムコース」の開催について

https://jicpa.or.jp/news/information/2023/20230619cbj.html

◆「令和５年度修了考査受験案内」及び「実務補習・修了考査担当常務理事から

の受験者へのメッセージ動画」公開

https://jicpa.or.jp/news/information/2023/20230619jda.html

【専門情報】

◆「保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」、保証業務実務指針

3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」及び専門業務

実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を受けた業種別

委員会実務指針の改正について」の公表について

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230623fga.html
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◆「業種別委員会実務指針第 64 号「投資信託における監査上の取扱い」及び

同実務指針第 65 号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」の

公表について

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230621efi.html

◆CPD 研修動画「公認会計士資格の適切な表記と集計に関する実務担当者研修」

公開のお知らせ

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230621jee.html

◆監査基準報告書 300 実務ガイダンス第１号「監査ツール（実務ガイダンス）」

の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230620ghe.html

◆保証業務実務指針 2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併

会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」、保証業務実務

指針 2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」及び保証業務実務指針 3700「東京証券取引所

の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務

指針」の改正の公表について

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230620dhi.html

【国際動向紹介】

◆【IPSASB】国際公会計基準審議会（IPSASB）2023 年２月会議の報告

https://jicpa.or.jp/specialized_field/ITI/2023/20230621jag.html

【公会計協議会】

◆こども家庭庁：「子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する

有識者会議」（第４回）の開催について（2023 年５月 31日）

https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/2023/20230621cfi.html

【過去に配信したメールマガジン】

過去に配信したメールマガジンは、以下からご覧いただけます。

https://jicpa.or.jp/news/jicpa_pr/2018/jicpamail.html

■メール配信停止の手続

当サービスの登録の解除を希望する場合は、タイトルに「メール配信サービス
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解除希望」と記入したメールを prbm@sec.jicpa.or.jp 宛てにお送りください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■お問合せ

------------------------------------------------------------------------

  日本公認会計士協会 広報・ブランドマネジメントグループ

       mail：prbm@sec.jicpa.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


